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メトブロムロンに係る食品健康影響評価に関する審議結果（案）についての意

見・情報の募集結果について 
 

１．実施期間 令和４年５月２５日～令和４年６月２３日 
 
 
２．提出方法 インターネット、ファックス、郵送 
 
 
３．提出状況 ５通  
 
 
４．頂いた意見・情報及びそれに対する食品安全委員会の回答 

頂いた意見・情報※ 食品安全委員会の回答 
【意見１】 
実験結果が文章ばかりで見づらいしわかり

にくいです。もっと噛み砕いて、老若男女

誰でもわかるような書き方にしてほしいで

す。また、このようにひっそり情報を載せ

ず、もっと大々的に国民に賛否を問う形に

ならないですか？現在妊娠中ですが国の安

全基準に則って製造、販売されている食べ

物を食べる気になりません。子育てもこの

ような状況下では怖いです。近隣のスーパ

ーなどでも安全な物を気軽に手に入れられ

るようにしてほしいです。これ以上農薬を

増やさないでください。国民の目に触れる

情報も減らさないでください。この記事に

関して、意見の申し立て方法が他と違うの

は何故ですか。 
 

 
・意見・情報の募集（パブリックコメント）

は、専門調査会で審議した評価書（案）

について、国民の皆様から科学的な内容

に関する御意見・情報を収集し、必要に

応じて、最終的な評価結果に反映させる

ために行っているものです。食品安全委

員会での審議後、募集案内をホームペー

ジに掲載し、報道機関等にも公表してお

り、御意見・情報の提出は電子メール、

郵便又はファックスで受け付けておりま

す。また、食品安全委員会では、農薬の

安全性に関する理解を深めるため、意見

交換会の開催やホームページにおける情

報提供等を行っています。わかりやすく

正確な資料となるよう心がけながら、適

切にパブリックコメントやリスクコミュ

ニケーションを行うように努めてまいり

ます。 
 
・食品安全委員会では、国民の健康の保護

が最も重要であるという基本的認識の

下、科学的知見に基づき客観的かつ中立

公正に、食品を介した農薬の摂取による

人の健康への影響について評価を行って

います。 
・本剤の評価においては、本剤投与による

発がん性は認められておらず、各試験で

得られた無毒性量を基に許容一日摂取量

（ADI）を、単回経口投与等により生ずる

可能性のある毒性影響に対する無毒性量

を基に急性参照用量（ARfD）を、それぞ

れ種差及び個人差を考慮した安全係数で

【意見２】 
初めてパブリックコメントに意見させてい

ただきます。去年主婦になり、料理をする

ことが増えました。そのため、買い物のな

どで食品表示を見ることが多くなりまし

た。その際に日本で売られているものには

多くの添加物が使用されていることを知り

ました。今回のメトブロムロンもそうです

が、マウス実験などをして、発がん性が見

られた場合でも、少量なら大丈夫と判断し、

使用している添加物や農薬がこの日本に何

種類あるのか。スーパーで買い物する時に

裏に記載されている食品表示を見て買い物

することがこの当たり前なこの世の中を無

くして欲しいです。おそらく政治家の方々

はそれならもっといいもの買えばいいじゃ
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ないか、とお考えかも知れませんがそんな

余裕のある国民はどれだけいるでしょう

か。他国から輸入したもの(農薬や添加物を

山ほど使用済み)をスーパーに並べ、国産の

ものがどんどん減っている状況で、この国

は日本ですか。日本のものはどこに行った

ら購入できるのですか。日本はなぜ農薬大

国と言われているのですか。もうこれ以上

使用出来る農薬、添加物を増やさないでく

ださい。いつか安心して食事ができる日を

願っております。 
 

除して設定しております。食品安全委員

会は、今回設定した ADI 及び ARfD に
基づく適切なリスク管理措置が実施され

れば、本剤の食品を介した安全性は担保

されると考えています。 

 

・農薬の登録及び使用に関するご意見は、

リスク管理に関するものと考えられるこ

とから、農林水産省、厚生労働省及び環

境省に情報提供いたします。 

【意見３】 
農薬は一切使用しない。雑草と共生する。 

 
【意見４】 

臭素 Br が使われている事については不安

性があるので（毒性、蓄積性、環境への拡

散等）、使用は控えた方が良いのではない

かという感じがした。 

 

【意見５】 
承認農薬成分数約 600 種、添加物約 830 種、

遺伝子組換食品系 400 種、遺伝子組換飼料

100 種、抗生物質、ホルモン剤、ゲノム編

集成分など、全部合わせれば驚くべき数字。 
にも関わらず、審査の段階では単品の成分

で影響を確認するにとどまっている。複合

効果を検証しろと意見を出しても「複数の

化合物への暴露については、現段階では国

際的にも、評価手法として確立したものは

なく、検討段階にある・・・。FAO/WHO
では、・・・複数の化合物への暴露に対す

るリスク評価手法について検討することと

されていることから、引き続き、最新の情

報収集に努めてまいります。」という「先

送り」状態。「確立されていないからこそ、

確立されるまで一律禁止」にすべきではな

いか？ 
一律禁止ができないなら、既存の基準値も

すべて安全係数を 1,000 に設定して基準を

厳しくすべき。 
また、審議の際に使った資料は７９あるが、

その殆ど（７６）が申請者の提出したもの

でしかも非公表。 
これで公正な審議ができるわけがない。申

請者は何度でも自分の好都合の結果が出る

ように試験等を繰り返すんでしょうね。第

三者が実施したもののみ、審議に使うよう

 
・食品安全委員会では、国民の健康の保護

が最も重要であるという基本的認識の

下、科学的知見に基づき客観的かつ中立

公正に、食品を介した農薬の摂取による

人の健康への影響について評価を行って

います。 
複数の化合物へのばく露については、現

段階では、JMPR（FAO/WHO 合同残留

農薬専門家会議）や JECFA（FAO/WHO
合同食品添加物専門家会議）において、

複数の化合物へのばく露に対するリスク

評価手法について検討することとされて

いることから、引き続き、最新の情報収

集に努めてまいります。 
・また、参照資料は、「食品安全委員会の

公開について」（平成 15 年７月１日食品

安全委員会決定）に基づき、原則として

公開することとしていますが、公開する

ことにより、個人の秘密、企業の知的財

産等が開示され特定のものに不当な利益

若しくは不利益をもたらすおそれがある

資料については、非公開としております。

資料のうち、試験の概要を記載した農薬

抄録等については、「農薬の食品健康影

響評価に関する事項の調査審議における

留意点について」（令和２年５月 20 日農

薬第一専門調査会決定）に基づき、専門
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にしてください。 調査会での審議終了後に、申請者の知的

財産に係る内容がマスキングされた閲覧

用資料を事務局において公開していま

す。 
・評価に用いる資料に関しては、「残留農

薬に関する食品健康影響評価指針」（令

和元年 10 月１日食品安全委員会決定）に

基づき、評価に必要な資料を要請者がそ

の責任において提出すること、資料の内

容の信頼性を要請者が確保することを求

めています。更に、信頼性確保に関して

は、ガイドライン等で規定された試験方

法によって実施された試験成績、適正に

運営管理されていると認められる GLP
（Good Laboratory Practice）に対応した

試験施設等において実施された試験成績

及び国際機関における評価書等の科学的

に信頼できる資料を提出するよう求めて

います。 
また、食品安全委員会においては、個別

の試験結果について、上記のほか、試験

条件、試験結果等データの科学的な信頼

性を確認しながら評価を行っています。 
・農薬の登録及び残留基準に関するご意見

は、リスク管理に関するものと考えられ

ることから、農林水産省及び厚生労働省

に情報提供いたします。 
※頂いたものをそのまま掲載しています。 


